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労働契約法に基づく｢無期転換ルール｣に関する調査結果 
無期転換ルールへの対応を決定している企業(202社)のうち、 

83.2％の企業(168社)で無期転換制度を導入予定または導入済み 
 

「無期転換ルール」※を定めた改正労働契約法が、平成 25年４月１日に施行され、平成 30

年４月には通算５年を迎えます。 
※ 有期労働契約が反復更新されて通算５年を超えたときは、労働者の申込みにより、期間の定めのない労働契約

（無期労働契約）に転換できるルール。  

 このため、滋賀労働局(局長 辻 知之)では、県内に本社に置き、労働者を 101人以上雇用

する企業に対して、企業の認識状況と対応状況に関するアンケート調査を実施しました。 

この度、本アンケート調査結果を取りまとめましたので、公表します。 
 
【アンケート調査結果の概要】 
 
○ 調査対象企業  県内に本社を置き、労働者を 101人以上雇用する企業 399社(H27/8/31時点) 

○ 調査実施期間 平成 27年 10月６日～同年 10月 23日 

○ 回答企業数  上記企業のうち 247社から回答【回答率 61.9％】 

○ 調査結果のポイント  

  11.7％の企業(29社)で無期転換ルールについての認識が不十分。  
  無期転換制度を導入予定または導入済みの企業は168社（83.2％）。うち151社［89.9％］

は法定どおりの導入で、17社［10.1％］は法定よりも先行して導入予定または導入済み。

一方、無期転換制度を導入しない企業は 34社(16.8％)。  
  無期転換制度を導入予定または導入済みの 168社のうち、19社[11.3％]で無期転換後

の労働条件をより良く変更すると回答、43社[25.6％]でより良い変更を検討中と回答。 
＊ 無期転換後の労働条件については、別段の定めがない限り直前の有期労働契約と同一となりますが、「別段の

定め」により変更することができます。  

  無期転換制度を導入予定または導入済みの 168 社のうち、就業規則などの社内規定を

改正した企業は 37社[22.0％]。 
＊ 無期転換を実施または予定している企業のすべてが改正を行う必要はありませんが、無期転換後の労働条件が

直前の有期労働契約と同一の場合でも、定年を定めるとき等は改正を行う必要があります。 

 

【今後の対応】 

  引き続きリーフレット・点検票の活用による周知啓発を行っていくとともに、12月４日

に「魅力ある職場づくりセミナー」(裏面参照)を開催し、無期転換ルールの理解の促進を

図っていきます。 

  また、本アンケート調査結果を踏まえ、平成 30 年に先立ち、無期転換制度を導入して

いる企業の事例を把握し、県内企業の参考となるよう、厚生労働省や滋賀労働局のホーム

ページ等に掲載します。 
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無期転換ルールの定着に向けた周知啓発の取組 

 
 

１ セミナーの開催（別添１参照） 

人材確保と定着を目指した「魅力ある職場づくりセミナー」を開催します。この中で、

労働契約法の無期転換ルールについても説明します。 

  日 時：平成 27年 12月４日（金）13:00～16:00 

  場 所：クサツエストピアホテル（草津市西大路４番 32号） 

    内 容：①講演 限定正社員、有期雇用から無期雇用への転換等、先進的な取組を

行っている県内企業による講演。 

         ②制度説明 改正労働者派遣法、改正労働契約法(無期転換ルール)、改正

パートタイム労働法、キャリアアップ助成金等について滋賀

労働局職員が解説。 

 

２ 労使団体等への要請 

・ 一般社団法人滋賀経済産業協会および日本労働組合総連合滋賀県連合会をはじめ

とする 43 の労使団体に対し、平成 27 年 10 月 22 日付けで「労働契約法の無期転換

ルールの定着に向けた取組に関する要請」を行いました。 

・ 滋賀県、全市町(19)および滋賀県社会保険労務士会・公益社団法人滋賀労働基準

協会等の関係団体(11)に対し、平成 27年 10月 22日付けで「労働契約法の無期転換

ルールの定着に向けた取組に関する周知啓発の協力依頼」を行いました。 

 

３ リーフレット・点検票による周知啓発（別添２－１・２－２参照） 

 ・ 滋賀労働局の各部署と管内の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

が一体となって、労使団体等の関係団体が主催する各種会合や、事業主等が出席す

る集団指導等あらゆる機会をとらえて、無期転換ルールの周知啓発を行っています。 

 ・ 滋賀労働局の各部署、管内の労働基準監督署・公共職業安定所（ハローワーク）

それぞれにおいて、リーフレットを活用し、事業主等、求人企業、各種セミナー等

の出席者、有期契約労働者や求職者などに対して、無期転換ルールの周知を行うと

ともに、点検票を各事業主等に対して交付し、同点検票への記載を通じて、無期転

換ルールへの理解を促しています。 
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問１

1

2

3

問２ 無期転換ルールに対して、貴企業ではどのような対応を実施、または検討していますか。

1

2

3

4

5

6

問３

1 変わる。

2 検討中。 1

3 変わらない。 2

3

4

5

問４ 無期転換ルールへの対応に向けて、就業規則などの社内規定を改正しましたか。

1

2

3

担当者名

ご記入が終わりましたら、滋賀労働局　監督課　ＦＡＸ　０７７－５２２－６４４２まで返信ください。
ご協力いただき、誠にありがとうございました。

無期転換ルールに関するアンケート調査

事業場名
所在地
電話番号

担当部署

送信先：滋賀労働局　監督課　FAX　０７７－５２２－６４４２

平成25年４月に全面施行された改正労働契約法では「契約期間に定めのある労働者（有期契約労働者）」が安心して働き続けら
れるよう、反復更新で通算５年を超えた場合の無期契約への転換について規定されました。この無期転換ルールはご存知です
か。

内容も理解して知っている。

聞いたことはあるが、内容はよく分からない。

知らない。分からない。

未定。

　【ご記入にあたって】　太枠に囲まれた欄　の該当番号に○を記入してください。

有期契約が更新を含めて通算５年を超えないように運用していく。

法定通り、通算５年を超える有期契約労働者から申込みがなされた段階で無期契約に切り替える。

法定よりも前倒しで（通算５年を超える前に）、有期契約労働者から申込みがなされた段階で、無期契約に切り替える。
あるいは、既に実施している。

有期契約での雇い入れは行わない。あるいは、以前から有期契約労働者はいない。

通算５年を超える前に、有期契約労働者から申込みがなくとも無期契約に切り替える。あるいは、既に実施している。

改正していない。

どのように変わりますか。あるいはどういったことを検討中ですか。
（複数回答可）

無期転換の際に、契約期間以外の労働条件は変わりますか。（問２の１から３を選択した場合）

正社員と同様の労働条件とする。

賞与の支給対象とする。

退職金制度の対象とする。

昇給制度の対象とする。

休職制度を設ける。

6

改正した。

改正作業中。改正検討中。

その他（具体的に　　　　　　　　　　　　
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